
ホテル伊豆急 宿泊約款 

 

 

宿 泊 約 款 

 

第１条 適用範囲 

１．当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに

関連する契約は、この約款の定めるところによるもの

とし、この約款に定めのない事項については、法令等

（法令または法令に基づくものをいう。以下同じ）ま

たは一般に確立された慣習によるものとします。 

２．当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じ

たときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先

するものとします。 

第２条 宿泊契約の申込み 

１．当館に宿泊契約のお申込みをなさる方は、次の事項を

当館にお申し出いただきます。 

（１）宿泊者名および宿泊人数 

（２）宿泊日および到着予定時刻 

（３）宿泊料金（原則として別表第１の基本宿泊料に

よる。） 

（４）その他当館が必要と認める事項 

２．宿泊契約の申込みをした方は、当館が宿泊者の氏名、

住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼し

たときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出す

るものとします。 

３．宿泊客が、宿泊中に第１項第２号の宿泊日を超えて宿

泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がな

された時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものと

して処理します。 

第３条 宿泊契約の成立等 

１．宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成

立するものとします。 

２．当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提

示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該

宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテ

ルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿

泊料金と比べて著しく低廉であるときは、当該料金に

つき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉であ

る理由の表示またはご案内のない限りは、民法上の錯

誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すこ

とがあります。 

３．当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいた

だいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることが

あります。 

４．第１項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊

期間（３日を超えるときは３日間）の基本宿泊料を限

度として当館が定める申込金を、当館が指定する日ま

でにお支払いいただくことがあります。 

５．申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料

金に充当し、第５条及び第１７条の規定を適用する事

態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充

当し、残額があれば、第１１条の規定による料金の支

払いの際に返還します。 

６．第４項の申込金を同項の規定により当館が指定した日

までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその

効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日

を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知し

た場合に限ります。 

７．当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、

連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算

を請求することがあります。 

第３条の２ 施設における感染防止対策への協力の求め 

当館は、宿泊しようとする方に対し、旅館業法（昭和２

３年法律第１３８号）第４条の２第１項の規定による協力

を求めることができます。 

第４条 宿泊契約締結の拒否 

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じ

ないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法

第５条に掲げる以外の場合に宿泊を拒むことがあることを

意味するものではありません。 

（１）宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 

（２）満室（員）により客室の余裕がないとき。 

（３）宿泊しようする方が、宿泊に関し、法令の規定、公

の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそ

れがあると認められるとき。 

（４）宿泊しようする方が、当館内で合理的な理由のない
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苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を

乱すおそれがあると認められるとき。 

（５）宿泊しようとする方が、次のイからハのいずれかに

該当すると認められるとき。 

 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、

暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的

勢力であるとき 

 ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人

その他の団体であるとき 

 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者が

あるもの 

（６）宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を

及ぼす言動をしたとき。 

（７）宿泊しようとする方が、旅館業法第４条の２第１項

第２号に規定する特定感染症の患者等（以下「特定感

染症の患者等」という。）であるとき。 

（８）宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的

な範囲を超える負担を求められたとき。（宿泊しようと

する方が障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成２５年法律第６５号。以下「障害者差別解

消法」という。）第７条第２項または第８条第２項の規

定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。） 

（９）天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により

宿泊させることが出来ないとき。 

（10）宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく

異常である等により、他の利用客に迷惑を及ぼすおそ

れがあると認められるとき、または静岡県旅館業法施

行条例５条の規定する場合に該当するとき。 

（11）宿泊しようとする方が著しく不潔な身体、または服

装をしているため、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれ

があると認められるとき。 

（12）宿泊しようとする方が危険物、禁制品、他の利用客

の迷惑となる物の持ち込みまたは持ち込みをしようと

したとき。 

（13）宿泊しようとする方が、当館に対し、その実施に伴

う負担が過重であって他の利用客に対する宿泊に関す

るサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求

として旅館業法施行規則第５条の６で定めるものを繰

り返したとき。 

（14）宿泊しようとする方に支払能力がないと明らかに認

められるとき。 

（15）宿泊の申込みをした方が、自己の商業目的を秘して

申込みをしたとき。 

（16）当館が、官公署の命令、指示または勧告等により、

法令上または事実上休業せざるを得ないと判断したと

き。 

（17）発熱または咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、

指示または勧告等により、法令上または事実上求めら

れる感染予防のための措置を行う、物理的または人的

な余裕が当館にないとき。 

第４条の２ 宿泊契約締結拒否の説明 

宿泊しようとする方は、当館に対し、当館が前条に基づ

いて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求

めることができます。 

第５条 宿泊客の契約解除権 

１．宿泊客は、いつでも別表第２に記載の取消料を当館に

支払うことにより、宿泊契約の全部または一部を解除

することができます。 

２．当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後８

時（あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は

その時刻を２時間経過した時刻）になっても到着しな

いときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたもの

とみなし処理することがあります。その場合、当館は

別表第２記載の取消料を申し受けます。 

第６条 当館の契約解除権 

１．当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除

することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館

業法第５条に掲げる場合以外に宿泊を拒むことがある

ことを意味するものではありません。 

（１）宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しく

は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認め
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られるとき、または同行為をしたと認められるとき。 

（２）宿泊客が、当館内で、合理的な理由のない苦情、要

求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱している

と認められるとき。 

（３）宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認め

られるとき。 

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関

係者その他の反社会的勢力であるとき 

ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人

その他の団体であるとき 

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者が

あるもの 

（４）宿泊客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をし

たとき。 

（５）宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。 

（６）宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的

な範囲を超える負担を求められたとき。（宿泊客が障害

者差別解消法第７条第２項または第８条第２項の規定

による社会的障壁の除去を求める場合は除く。） 

（７）宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重

であって他の利用客に対する宿泊に関するサービスの

提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業

法施行規則第５条の６で定めるものを繰り返したとき。 

（８）天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させるこ

とができないとき。 

（９）宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常である等

により、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認め

られるとき、または静岡県旅館業法施行条例第５条の規

定する場合に該当したとき。 

（10）宿泊客が著しく不潔な身体または服装をしているた

め、他の利用客の迷惑を及ぼすおそれがあると認められ

るとき。 

（11）宿泊客が危険物、禁制品、その他利用客の迷惑にな

る物の持ち込みまたは持ち込みをしようとしていると

き。 

（12）寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、

その他当館が定める利用規則の禁止事項（火災予防上必

要なものに限る）に従わないとき。 

（13）宿泊契約の成立後に、第４条（15）に定めることが

判明したとき。 

（14）宿泊の申込みをした方が、第２条第２項に基づく当

館の依頼の対し、直ちに応じなかったとき。 

（15）宿泊客に支払い能力がないと明らかに認められると

き。 

（16）当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令

上または事実上休業せざるを得ないと判断したとき。 

（17）発熱または咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、

指示または勧告等により、法令上または事実上求められ

る感染予防のための措置を行う、物理的または人的な余

裕が当館にないとき。 

（18）その他宿泊客が当館の定める利用規則に従わないと

き。 

（19）前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないと

き。 

２．当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき

は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の

料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が

解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供

を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお

支払いいただくことがあります。 

第６条の２ 宿泊契約解除の説明 

宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約

を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。 

第７条 宿泊の登録 

１．宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次

の事項を登録していただきます。 

（１）宿泊客の氏名・住所および連絡先 

（２）日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国

籍・旅券番号 

（３）その他当館が必要と認める事項 

２．宿泊客が第１１条の料金の支払いを、旅行小切手、宿

泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法によ

り行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそ

れらを呈示していただくことがあります。 
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第８条 客室の使用時間 

１．宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後３時か

ら出発日の午前１０時までとします。ただし、連続し

て宿泊する場合においては、到着日および出発日を除

き、終日使用することができます。 

２．当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間

外の客室の使用に応じることがあります。この場合に

は次に掲げる追加料金を申し受けます。 

（１）超過３時間までは、室料相当額の３０％ 

（２）超過６時間までは、室料相当額の６０％ 

（３）超過６時間以上は、室料相当額の１００％（室

料金の全額） 

 ３．前項の室料相当額は、基本宿泊料の７０％とします。 

第９条 利用規則の遵守 

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示

した利用規則に従っていただきます。 

第１０条 営業時間 

１．当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その

他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、

各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご

案内いたします。 

（１）フロント・キャッシャー等サービス時間 

イ 門限 午前０時００分 

ロ フロントサービス 

 午前７時３０分～午前０時００分 

（２）飲食等（施設）サービス時間 

  イ 朝食 午前７時３０分～午前９時３０分 

  ロ 夕食 午後５時３０分～午後８時００分 

  ハ その他飲食等 

   ・ カラオケ「アモール」 

 午後７時３０分～午後１１時００分 

   ・ カラオケルーム 

 午後５時００分～午後１１時００分 

   ・ 板前料理「だいこん」 

午後５時３０分～午後９時３０分 

（３）附帯サービス施設時間 

  イ．売店 

    午後４時００分～午後９時００分 

    午前７時３０分～午前１０時３０分 

  ロ．大浴場 

    午後３時００分～午前０時００分 

    午前５時００分～午前１０時００分 

２．前項の時間は、必要やむを得ない場合には都合により

変更することがあります。その場合には、適当な方法

をもってお知らせいたします。 

第１１条 料金の支払い 

１．宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第１に

掲げるところによります。 

２．前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認め

た旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代

わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が

請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 

３．当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となったの

ち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、

宿泊料金は申し受けます。 

第１２条 当館の責任 

１．当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に

当たり、または、それらの不履行により宿泊客に損害

を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、そ

れが当館の責めに帰すべき事由によるものでないとき

は、この限りではありません。 

２．当館は、消防機関から防火基準適合証を受領しており

ますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険

に加入しております。 

第１３条 契約した客室の提供ができないときの取扱い  

１．当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、

宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他

の宿泊施設をあっ旋するものとします。 

２．当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ

旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客

に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。た

だし、客室が提供できないことについて、当館の責め

に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 
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第１４条 寄託物等の取扱い 

１．宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金な

らびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた

ときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、

その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品に

ついては当館がその種類および価格の明告を求めた場

合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当

館に、故意または重大な過失がある場合を除き、１５

万円を限度として、当館はその損害を賠償します。 

２．当館は、５０万円以上の現金または時価５０万円相当

以上の物品はお預かり出来ません。 

３．宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現

金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならな

かったものについて、当館の故意または過失により滅

失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を

賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類およ

び価格の明告がなかったものについては、１０万円を

限度としてその損害を賠償します。 

４．当館は、第１項および第２項に基づく損害賠償責任の

あるときであっても、次に定める物品については、そ

の責任を負いません。 

（１）稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ず

るもの（磁気テープ、磁気ディスク、ＣＤロム、

光ディスク等情報機器（コンピューターおよびそ

の端末装置等の周辺機器）で、直接処理を行える

記録媒体に記録されたものを含みます。） 

第１５条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管 

１．宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場

合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任

をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェック

インする際お渡しします。 

２．宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物ま

たは携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、

その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連

絡するとともにその明示を求めるものとします。ただ

し、所有者の指示がない場合または所有者が判明しな

いときは、発見日を含め７日間保管し、その後最寄り

の警察署に届けます。 

３．前２項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の

保管についての当館の責任は、第１項の場合にあって

は前条第３項の規定に、前項の場合にあっては同条第

２項の規定に準じるものとします。 

第１６条 駐車の責任 

 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの

寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするもので

あって、車両の管理責任まで負うものではありません。た

だし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によ

って損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 

第１７条 宿泊客の責任 

１．宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったと

きは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償して

いただきます。 

２．宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受

領するため、万が一、宿泊契約の内容と異なる宿泊サ

ービスが提供されたと認識したときは、当館において

速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。 

第１８条 免責事項 

当館内からのコンピューター通信のご利用に当たって

は、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピュー

ター通信のご利用中にシステム障害その他の理由により

サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受け

た場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、

コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した

行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その

損害を賠償していただきます。 

第１９条 裁判管轄および準拠法 

本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関

して生じる一切の紛争については、専ら当館の所在地を管

轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決され

るものとします。 

第２０条 宿泊約款の変更 

民法第５４８条の４の規定により、当館は以下の場合に、

当館の裁量により、宿泊約款を変更することが出来ます。 

（１）宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合す
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るとき。 

（２）宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、か

つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更

の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的

なものであるとき。 

２．当館は、前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後

の宿泊約款の効力発生日の１か月前までに、宿泊約款

を変更する旨および変更後の宿泊約款の変更内容とそ

の効力発生日を当社ホームページ 

(URL:https://www.hotel-izukyu.co.jp/）に掲示するも

のとします。 

３．変更後の宿泊約款の効力発生日以降に宿泊しようとす

る方が宿泊サービスを利用したときは、宿泊客は、宿

泊約款の変更に同意したものとみなします。 

第２１条 附則 

本約款は、２０２４年５月１日に宿泊約款の一部を改

正し、２０２４年５月１日に施行します。なお、改正内

容については法改定に沿うものであることから、第２０

条の定めは適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 宿泊料金等の算定方法 

（第２条第１項及び第１１条第１項関係） 

 内  容 

宿泊客が 

支払う 

べき総額 

宿泊料金 
①基本宿泊料（室料+朝・夕食） 

②サービス料（①×１０％） 

追加料金 

③追加飲食（朝・夕食以外の飲

食料）およびその他の利用代金 

④サービス料（③×１０％） 

税  金 
イ．消費税 

ハ．入湯税 

（注）１．基本宿泊料は、フロントおよび室内に掲示する料金表

によります。 
   ２．子供利用金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事

と寝具を提供したときは大人料金の７０％、子供用食

事と寝具を提供したときは５０％、寝具のみを提供し

たときは３０％をいただきます。 
寝具および食事を提供しない幼児については、 

１名２，５００円をいただきます。 

 

別表第２ 取消料（第５条第１項関係） 

契約解除の 

  通知を受   

   けた日 

契約 

申込人数 

不

泊 

当

日 

前

日 

２

～

３

日

前 

４

～

７

日

前 

８ 

～ 

14 

日 

前 

15 

～ 

30 

日 

前 

14 名まで 
100

％ 

100

％ 

50

％ 

20

％ 

10

％ 
  

15～30 名まで 
100

％ 

100

％ 

50

％ 

20

％ 

20

％ 
  

31～100 名まで 
100

％ 

100

％ 

50

％ 

20

％ 

20

％ 

10

％ 
 

101 名以上 
100

％ 

100

％ 

50

％ 

25

％ 

25

％ 

15

％ 

10

％ 

備考 
１．％は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。 
２．契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、１日

分（初日）の取消料を収受します。 
３．団体客（１５名以上）の一部について契約の解除があった場合、

宿泊の１０日前（その日より後に申込みをお引き受けした場合に

はそのお引き受けした日）における宿泊人数の１０％（端数が出

た場合には切り上げる）にあたる人数については、取消料はいた

だきません。 
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利 用 規 則 

 

 当館ではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、

宿泊約款第９条に基づいて、次のとおり利用規則を定めてお

りますのでお守り下さい。この規則をお守りいただけない場

合には、宿泊約款第６条により、やむを得ずご宿泊および当

館内諸施設のご利用をお断り申し上げることもございます。

また事故が起きた場合には、お客様に損害のご負担をいただ

くこともありますので、特にご留意くださいますようお願い

申し上げます。 

 

第１条 客室のご利用について 

 （１）客室からの避難経路図は、客室内インフォメーショ

ンに掲示してありますのでご確認ください。 

 （２）ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。 

 （３）長期のご利用により、居住に関する法律上の権利が

発生するものではないことをご了承ください。 

 （４）未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、

お断りいたします。また心身耗弱、薬物、飲酒等によ

り理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安を及

ぼすご利用もご遠慮ください。 

 （５）当館メンバーズクラブ会員のご利用も、宿泊約款お

よび利用規則をお守りいただけないときは、同メンバ

ーズクラブ会則により、会員資格は取り消され以後の

ご利用をお断りいたします。 

第２条 部屋の鍵 

 （１）ご滞在中お部屋からお出になるときは、施錠をご確

認ください。 

 （２）ご在室およびご就寝中の際は、必ずドアの「かけが

ね」をおかけください。 

 （３）大浴場など館内設備をご利用になりお部屋を空ける

際は、必ずフロントにお預けください。 

 （４）お部屋の鍵は、当館をご出発のとき必ずフロントに

ご返却ください。 

第３条 来訪者 

 来訪者を客室内に招き諸設備および諸物品を使用させたり

することはおやめください。 

第４条 客室内 

 （１）客室内および廊下では、当館の許可なく暖房用・炊

事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならな

いでください。また客室内の調理は固くお断りいたし

ます。 

 （２）禁煙室での喫煙はご遠慮下さい。また、火災になり

やすい場所、特にベッド・布団の上での喫煙はご遠慮

ください。 

 （３）当館の許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ

ー等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。 

 （４）当館の許可なく客室内の備品を移動したり、また客

室内の造作を施し、あるいは改造したりしないでくだ

さい。 

 （５）客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでくだ

さい。 

 （６）客室の窓側、廊下、ロビーまたはエントランス付近

など、物品を陳列したり、放置しないようお願い申し

上げます。 

第５条 大浴場・プール（夏期期間） 

   大浴場、プール（夏期期間）では次の方のご利用はご

遠慮下さい。 

   （１）大量のアルコールを飲まれた方 

   （２）皮膚疾患および伝染病疾患のある方 

   （３）禁忌症の方（大浴場のみ） 

   （４）体調不良の方 

   （５）刺青をされた方 

第６条 貴重品 

 客室備え付けの金庫はお客様が自由にお使いいただけ

るように備え付けてありますが、簡易なものですから、現

金、有価証券、貴金属その他貴重品については、事故防止

のため、その種類および価格を明示してフロントにお預け

ください。フロントにお預けにならず、紛失、盗難等が生

じた場合は当館は一定の限度額の範囲内でしか賠償いた

しかねますので、ご了承のほどご協力をお願い申し上げま

す。 

第７条 お預り物 

 お預かり物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の
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とおりとさせていただきます。保管期間を経過したお預か

り物は、法令に基づきお引き取りの意思がないものとして

処理いたします。 

 （１）フロントにての外来のお客様へのお預かり物  

１か月 

（２）フロントにてのお預かり物          

１か月 

第８条 遺失物 

 遺失物の保管期間は、発見日を含めて７日間とし、その

後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご了承くださ

い。 

第９条 駐車場のご利用 

 （１）駐車中の車内に貴重品およびその他の物品を留置し

ないでください。駐車中における紛失・盗難等につい

てはその責任を負いかねます。 

 （２）当館係員による車の代行移動はいたしかねますので

ご了承ください。 

第１０条 お会計 

 （１）ご利用代金のお支払いは、現金またはご利用券、宿

泊券、クレジットカード等、もしくは当館が認めたそ

れに代わるものとさせていただきます。 

 （２）ご到着時にお預かり金を申し受けることがございま

すので、あらかじめご了承ください。 

 （３）ご滞在中でも料金の精算をお願いする場合がありま

すから、その都度お支払いをお願いいたします。なお、

当館が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明

け渡していただく場合があります。 

 （４）ご宿泊以外の方から料金のお支払いを受けることと

なっているときは、定められた期日までにお支払いが

なければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申

し上げます。 

 （５）法定の税金の他にサービス料としてお勘定の１０％

をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申

し上げます。 

第１１条 当館内では他のお客様のご迷惑になる下記の物の

持ち込み、または行為はご遠慮ください。 

 （１）犬・猫・小鳥そのほかの愛玩動物。（盲導犬、聴導犬、

介助犬等の身体障がい者補助犬は除きます。） 

 （２）発火または引火性のもの。 

 （３）悪臭・害毒を発するもの。 

 （４）常識的な量を超える物品 

 （５）許可証のない鉄砲、銃剣等 

（６）危険薬物等その他法令で所持・使用が禁じられてい

るもの。 

 （７）賭博・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、ま

たは他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑（騒

音なども含む）になるような行動と言動。 

 （８）備え付け品の移動または使用目的以外のご利用 

 （９）広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など 

第１２条 感染症防止対策について 

感染症の感染拡大が続く状況においては、感染防止対策を

遵守していただきます。 

（１）館内におけるマスクまたはフェイスガードの着用 

   館内移動時、食事会場等館内施設利用時 

（２）手洗いおよび手指のアルコール消毒の徹底 

（３）体調不良、咽頭痛または体温が３７．５度以上の場

合はフロントにお申し出下さい。 

第１３条 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること 

次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設

のご利用をお断りいたします。また、予約成立後あるいは

ご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その

時点以降一切のご利用をお断りいたします。 

（１）暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびその関係

者 

（２）暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人そ

の他の団体関係者 

（３）反社会的団体、反社会的団体員およびその関係者 

（４）暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこ

れに類する行為が認められる場合 

第１４条 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお

願いいたします。 

 


